
●「和歌山区域」の対象市町の内、都市開発区域の指定を受けていない地域一覧 

 

各市町名 都市開発区域の指定を受けていない地域 

和歌山市 
「近郊緑地保全区域」に指定されている地域 

 

※和歌山県地理情報システム「近郊緑地保全区域マップ」にて 

ご確認いただけます。 

ＨＰアドレス： 
https://wakayamaken.geocloud.jp/webgis/?z=11&ll=34.3%2C135.45&mp=8 

橋本市 

岩出市 

かつらぎ町 

紀の川市 
「近郊緑地保全区域」に指定されている地域 

上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕、桃山町峯、桃山町中畑及び桃山町垣内の各地域 

有田川町 旧金屋町地区及び旧清水町地区の各地域 

日高川町 
山野、江川、和佐、松瀬、玄子、早藤、蛇尾、平川、三百瀬、伊藤川、藤野川、 

旧中津村地区及び旧美山村地区の各地域 

 

 

※海南市、有田市、御坊市、九度山町、湯浅町、広川町、美浜町、日高町、由良町については、 

 全域が都市開発区域に指定されています。 


